他人介護手当の支給申請について

【介護手当について】
原子爆弾の障害作用の影響があると思われる精神上又は身体上の障害(身体障害者手帳の１級から３級に該当する程度の障害)により介護を要する状態にあり、かつ、介護のための費用を支出して人を雇った場合に、その出費にあてるために支給される手当です。この手当を受給しようとする場合、次の書類を揃えて申請してください。
なお、介護保険法の高額介護サービス費等の支給を受けた場合は、介護手当支給額の調整がおこなわれることがあります。
また、特別障害者手当（根拠規定：特別児童手当等の支給に関する法律）と併せて受給すると、特別障害者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。
【申請に必要な書類】
１　介護手当支給申請書
２　診断書（介護手当用）						　
３　身体障害者手帳の写し（身体障害者手帳所持者のみ）
４　通帳写し（銀行口座、支店名、名義が記載のページのみ）

【手当金額（2024年４月時点）】
費用を支出して世話をする人を雇ったときに、その月において支出した費用の額を支給します。ただし、以下の上限額があり、この額を超える場合は、上限額になります。以下の場合は、その額となります。
中度障害の場合の上限額　	　　71,200円
重度障害の場合の上限額　　　106,820円〈送付・問い合せ先〉
　兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課
  原爆被爆者相談室　078-361-8604(10:00～16:00)

																	
[bookmark: _Hlk160605637]【送付先　】　↓下記を切り取ってお使いください。
	〒６５０－８５６７　　
神戸市中央区下山手通５－１０－１
兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課
　　　　原爆被爆者相談室
＜　介護手当申請書在中　＞　




